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平成２７年労第５７６号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監

督署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対して

した労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による休業補償給付の支

給に関する処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日から平成○年○月○日まで、Ａ所在のＢ会社にお

いて、また、平成○年○月○日から平成○年○月○日まではＡ所在のＣ会社にお

いて、合計○年○か月の間、石綿作業に従事し、労働局長から、平成○年○月○

日付けで健康管理手帳（石綿）が交付されている。請求人は、平成○年○月○日

付けで「じん肺管理区分管理２、ＰＲ１／１、Ｆ（－）」と決定され、同月○日

付けで健康管理手帳（じん肺）が交付され、平成○年○月○日を症状確認日とし

て「じん肺管理区分管理２、続発性気管支炎」の傷病名で、療養補償給付を受給

し、また同日から平成○年○月○日までの全期間について、休業補償給付を受給

していた。 

請求人はその後、監督署長に「石綿肺、続発性気管支炎」の傷病名で、平成○

年○月○日から同年○月○日までの期間（以下「本件請求期間」という。）に係

る休業補償給付を請求したところ、監督署長は、請求人が医療機関に通院した日

についてはこれを支給し、その余の日については、療養のため労働することがで

きない日とは認められないとしてこれを支給しない旨の処分をした。 

 請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却

したので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだもの
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である。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は､請求人の本件請求期間に係る休業補償給付の請求のうち、請求人

が医療機関に通院した日についてはこれを支給し、その余の日については療養のた

め労働することができない日とは認められないとして、これを支給しないとした監

督署長の処分が妥当であると認められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

請求人は、請求期間の全てについて、休業を必要とする期間であったと主張す

るので、以下検討する。 

（１）休業補償給付の請求に当たっては、「療養のため労働することができなかっ

たと認められる期間」を含む傷病の経過について、診療担当者の証明を受けな

ければならない（労働者災害補償保険法施行規則第１３条第２項）ところ、請

求人の提出した請求書には当該証明欄に主治医であるＤ医師が「ただし軽作業

（デスクワーク）のみ可能」と記載していることが認められる。 

（２）休業補償給付における労働することができないとは、一般的に働けない状態

であるところ、監督署長がＤ医師に軽作業が可能と判断した根拠等を確認した

書面によると、当該記載はＤ医師が請求人の呼吸機能障害を踏まえて「就労不

可」とは言えないとして記載したものであることが認められる。 

（３）そうすると、請求人の行った請求は、実質的には医師の証明なく行われたも

のであって、医学的根拠に乏しいものと言わざるを得ない。 

（４）なお、請求人の続発性気管支炎にかかる検査の結果をみると、療養の対象と

なる痰の性状・量を示す場合とそうでない場合が繰り返されている。続発性気
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管支炎の場合、症状の出現期においては要療養とし、消退期においては療養の

中断として扱う（昭和５３年６月１日付け事務連絡「じん肺の合併症に係る療

養等の取扱いについて」）とされており、この取扱いは妥当であると当審査会

も考えるところ、請求人は粘性痰が認められずいったん治ゆとなっていること、

直近の検査結果で粘性痰が認められないこと、さらに療養を再開した時点での

検査結果が不明であることを踏まえると、療養を要するとの要件を明らかに充

たしているとは言えず、請求人の主張を認めることはできないものと判断する。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした休業補償給付の支給

に関する旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 


